
苦情受付担当者
（各施設・各事業所に1名）

苦情申出人

苦情解決責任者
（各施設長・各事業所長）

苦情解決委員会
（委員長：法人本部長）

第三者委員
（外部有識者）

苦情解決処理のフローチャート（１）：委員長は理事長（理事会）へ適時、経過･結果を報告のこと

《各施設・各事業所で解決可能な案件の場合》

苦情解決処理のフローチャート（２）：委員長は理事長（理事会）へ適時、経過･結果を報告のこと

《各施設・各事業所で解決不可能な案件の場合》

①苦情申出

③報告

②苦情受付・要望確認・記録

⑤苦情解決の経過及び結果の報告

④苦情申出人との話合いによる苦情解決と経過及び結果の記録
※１ 責任者が直接苦情を受けた時には責任者自身が苦情の受付・要望確認・

記録を行う。
※２ 責任者は必要に応じ他施設等の委員の助言等を得ることができる。
※３ また、理事長の承認を得た上で、苦情申出人との話合いに第三者委員の

同席を要請することができる。

④話合い
による解決
（右記④参照）

苦情受付担当者
（各施設・各事業所に1名）

苦情申出人

苦情解決責任者
（各施設長・各事業所長）

苦情解決委員会
（委員長：法人本部長）

第三者委員
（外部有識者）

①苦情申出

③報告

②苦情受付・要望確認・記録

⑤苦情解決の委託＜責任者レベルでの解決が困難な場合＞
⑦苦情解決の経過と結果報告

④苦情申出人との話合いによる解決努力と経過及び結果の記録

④話合い
による解決努力
（右記④参照）

⑥苦情解決委員会の開催と苦情申出人との話合いによる苦情解決
（苦情申出人との話合いの責任者は原則として当該施設長・事業所長が務める）⑥話合い

による解決
（右記⑥参照）

注１．苦情解決の委託と応諾＜第三者委員への委託が必要な案件の場合＞

※１ 責任者が直接苦情を受けた時には責任者自身が苦情の受付・要望確認・
記録を行う。

※２ 責任者は必要に応じ他施設等の委員の助言等を得ることができる。
また、理事長の承認を得た上で、苦情申出人との話合いに第三者委員の
同席を要請することができる。

注．下記④-※３参照

注２．苦情解決の委託を受けた場合の職務は第7条第一～五項の通り。



苦情解決処理のフローチャート（３）：委員長は理事長（理事会）へ適時、経過・結果を報告のこと

《投書による匿名苦情申出の場合》

苦情解決処理のフローチャート（４）：委員長は理事長（理事会）へ適時、経過･結果を報告のこと

《第三者委員が直接受けた案件の場合》

苦情申出人

苦情解決責任者
（各施設長・各事業所長）

苦情解決委員会
（委員長：法人本部長）

第三者委員
（外部有識者）

③苦情受付・要望確認・記録と関係施設長等への伝達と解決の指示

⑤苦情解決の経過と結果報告

②苦情内容の伝達と助言等

注．苦情申出を直接受けた場合の職務は第7条第三～六項の通り。

苦情受付担当者
（各施設・各事業所に1名）

投 書

苦情解決責任者
（各施設長・各事業所長）

苦情解決委員会
（委員長：法人本部長）

第三者委員
（外部有識者）

①投書の受信・入手

③報告

②投書による苦情受付・要望確認・記録

④報告

⑤苦情解決委員会の開催による苦情解決

注１．苦情解決の助言要請と応諾＜第三者委員への助言要請が必要な案件の場合＞

注２．苦情解決の助言要請を受けた場合の職務は第7条第一、三、五項の通り。
（但し、第三項文面中の苦情申出人への助言は、匿名のため除かれる）

①苦情申出

⑥苦情解決の経過と結果報告

④苦情申出人との話合いによる苦情解決
（苦情申出人との話合いの責任者は当該施設長・事業所長が務める）
（当該施設長・事業所長レベルでの単独解決が困難な場合は、フローシャート（２）に準ずる）

③

④


